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≪ご挨拶≫ 

 弊社の前身となる個人創業時は、自動車部品のリサイクル、カーエアコンの組付けや再生販売

等の自動車関連事業からスタートしました。1980 年代後半にオゾン層破壊に始まり温暖化にも大

きな影響を与えているフロン問題が深刻化するなか、社会が困っていることを解決することが弊

社の使命であるという思いから、培った経験を生かして、国内で初めて車載型の冷媒フロン回収

機を完成させました。 

この取り組みが弊社の礎となり、現在はスプレー缶などから廃ガス・廃液などの有害危険物を

安全に回収し爆発事故を未然に防ぐ、廃棄物処理装置の開発製造販売会社として、環境問題を意

識したモノづくりに取り組んでおります。 

 環境事業に取り組んで５０年以上の実績を踏まえ、次貢の環境経営方針を基に環境活動を展開

し、今後も循環型社会の形成に貢献する企業としての役割を果たして行きたい所存です。 

 以下、「環境経営レポート」としての取り組みを纏めましたので、ご高覧の上、ご指導、ご指摘

をいただき次の環境活動に生かして参りたいと存じます。 

 

株式会社 中島自動車電装 

代表取締役 中島 朗 
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Ⅰ．環境経営方針 

 

〔基本理念〕 

 ㈱中島自動車電装は、現在世界各地で起こっている地球温暖化による異常気象の被害等を 

  目の当たりにし、脱炭素社会の実現や、健康で暮らせる自然の豊かな美しい地球を守ること

が、重要課題のひとつと認識し、地球環境保全に配慮した事業活動に努めます。 

 

 

 

 

〔基本方針〕 

環境保全活動を推進するにあたり、以下に主な活動項目を掲げ取り組みます。 

 

1 当社の主力事業である、フロン回収機、スプレー缶・カセットボンベ・ライター処理装置の設

計・開発・製造・販売及びサービス・メンテナンスの各工程において、技術的・経済的な事情

を考慮の上、環境に与える影響を低減するとともに循環型社会の実現に努めます。 

①二酸化炭素排出量削減のため、使用電力削減・使用化石燃料削減に努めます。 

②事業活動で発生する廃棄物は、発生を抑制するとともに再使用の向上に努めます。 

③水は、使用量削減のため節水に努めます。 

④環境機器の販売実績を伸ばし、環境保全に貢献します。 

2 太陽光発電を伸ばし、ＣＯ2削減に貢献します。 

3 環境経営活動の継続的改善を推進するにあたり、環境経営目標・環境経営活動計画を策定し取

り組みます。策定した目標・活動計画は定期的にあるいは必要に応じて見直します。 

4 事業活動において、環境に関わる法律・規制その他公的基準を遵守します。 

5 環境経営方針は、全社員に周知するとともに、環境教育を行い社員の環境に関する意識の向上を

図ります。 

6 環境経営管理に関する情報は、社内外に公表し、地域社会とのコミュニケーションを図ります。 

 

 

～ この環境経営方針は、社内外に公表します ～ 

 

                 

               制定日 2007 年 8 月 1 日 

                                   改定日 2023 年 1 月 27 日 

                                   

                                    株式会社 中島自動車電装 

                                   代表取締役 中島  朗 
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 更新日：2023 年 1 月 27 日 

Ⅱ．事業活動の概要 

事業者 株式会社 中島自動車電装 

代表者 中島 朗（本名は明） 

所在地 

 

前橋センター： 群馬県前橋市駒形町 1506 番地 

本社：     群馬県伊勢崎市連取町 3290 番地 5 (登記上の本社) 

 

環境経営管理責任者 常務取締役 川口 佳男 

担当者 ＥＡ２１推進事務局 阿久津 孝行、川島 静江、川口 淳 

担当者連絡先 前橋センター TEL．027‐226‐6156  FAX．027‐226‐6157 

事業内容 

＜環境機器事業部門＞ 

・冷媒フロン回収機／ＨＣ冷媒処理装置の製造・販売およびメンテナンス 

・スプレー缶、カセットボンベ、ライター処理装置の製造・販売および 

メンテナンスならびにレンタル 

＜再生可能エネルギー関連事業部門＞ 

・太陽光発電事業 

事業の規模 

・資本金  1,000 万円 

・従業員数 32 名 

・敷地面積 前橋センタ－ 5,882.12 ㎡ 

・売上高  876 百万円（2022 年 10 月期） 

主要取引先 
地方自治体およびその一部事務組合、廃棄物処理業界 

家電リサイクルプラント、自動車リサイクル業界 

事業年度 11 月 ～ 10 月 
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Ⅲ．ＥＡ２１推進体制 

承認 作成

 

フロン回収機

グループ

安心カンカン

グループ

太陽光

グループ

事務・管理

グループ

【最高責任者】

代表取締役

中島 朗

【環境経営管理責任者】

川口 佳男

川

島

静

江

【環境経営委員会】

月1回開催

【ＥＡ21推進事務局】

阿久津 孝行、川島 静江、川口 淳

中

島

朗

 

 役割 

【最高責任者】 

中島 朗 

① 環境経営管理責任者をはじめ、必要な責任者を任命する。 

該当責任者には、現在の責務に関わりなく、兼任で責任と権限を明示する。 

② エコアクション２１の構築・運用・維持に必要な経営諸資源（人材・資金・機器設

備・技術技能を含む）を準備する。 

③ 環境経営方針を制定する。 

④ エコアクション２１の構築・運用に関する情報を収集し、環境経営方針・環境経営

目標をはじめシステム全体の見直しを行い、必要に応じ改定を指示する。 

【環境経営管理責任者】 

川口 佳男 

① エコアクション２１に関する経営諸資源の合理的・効果的な運用を図り、目的を達

成するために環境経営委員会を運営する。 

② エコアクション２１の構築と運用を円滑に行い、最高責任者による見直しのための

情報として、構築・運用に関する情報を最高責任者に提供する。 

（事務局） 

阿久津 孝行 

川島 静江 

川口 淳 

事務局として環境経営管理責任者を補佐し、エコアクション２１に関する実務全般を

所管する。 

【環境経営委員会】 

最高責任者、環境経営管理責任者、事務局、部門長で構成し、月 1 回環境経営管理責

任者が招集する。 

環境経営目標の設定、環境経営活動計画の策定および進捗管理について協議する。 

環境経営管理責任者が必要と認めた者は出席することができる。 
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Ⅳ．環境経営目標とその実績 

 
１．過去の実績 

 単位 32 期 31 期 30 期 3 年平均値 

二酸化炭素排出量の

削減 

kg/百万円 

(売上高) 
108.79 112.61 116.07 112.37 

二酸化炭素の総量 

 

kg-CO2 

 

95,296 100,332 91,698 95,775 

廃棄物の削減 

kg/百万円 

(環境機器売上高) 
39.05 66.20 37.58 48.40 

kg/kｗh 

(太陽光発電量) 
2.85 2.16 9.03 4.35 

水資源投入量の削減 
ｍ3/百万円 

売上高 
0.45 0.37 0.29 0.37 

化学物質 kg/売上高 1.51 1.78 0.59 1.29 

環境機器実績・ 

太陽光の拡大 

千円 

(売上高) 
876,154 889,166 778,972 848,850 
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２．環境経営目標とその実績 

環境負荷項目 単位 

平均値 

(29 期～31 期) 

32 期 

(2021.11～2022.10) 

平均値 

(30 期～32 期) 

基準(A) 目標 実績(B) 
増減率

(B/A)-1×100 
評価 基準 

二 

酸

化

炭

素

排

出

量 

電力 

 
 

kwh/百万円 
(売上高) 

 

64.83 64.18 71.21 ＋9.84% × 69.63 

ガソリン L/百万円 
(売上高) 14.99 14.84 15.97 +6.54 × 15.60 

軽油 
L/百万円 
 (売上高) 19.38 19.19 15.63 －19.34% 〇 17.5 

ＣＯ2 原単位 
kg/百万円 
 (売上高)  114.57 113.42 108.79 －5.04% 〇 112.37 

ＣＯ2 総量 Kg-CO2 92,685 91,758 95,296 ＋2.82% × 2.1 

廃

棄

物 

環境機器 
kg/百万円 

(環境売上高) 40.93 40.52 39.05 －4.59% 〇 48.4 

太陽光発電 
Kg/kwh 

(太陽光発電量) 3.97 3.93 2.85 －28.21% 〇 4.35 

水使用量 
ｍ3/百万円 
 (売上高) 0.42 0.42 0.45 ＋7.14% × 0.37 

化学物質 kg/売上高 0.59 0.53 1.51 ＋156％ × 1.31 

売上 千円 800,533 840,560 876,154 ＋9.45％ 〇 848,850 

 

環境項目 

平均値 

(28 期～30 期) 

31 期 

(2020.11～2021.10) 

平均値 

(29 期～31 期) 

基準(A) 目標 実績(B) 
増減率

(B/A)-1×100 
評価 基準 

環境配慮 売上高 800,533 千円 840,560 千円 876,154 千円 ＋9.45% 〇 848,850 千円 

※ CO2 排出係数は、「東京電力エナジーパートナー株式会社」HP より 2020 年度 CO2 排出原単位（調整後）0.441 

kg-CO2/kwh 
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Ⅴ．環境経営活動の取組計画と評価 

 
１．二酸化炭素排出量の削減 

取組計画 評 価 

【目標】 

次年度、中期の取組内容 

・【実施事項①～⑥】を継続的に取り組む。 

・次年度は過去3年合計値からの原単位を基準 

 値として1％削減する。 

・中期は2年後に基準値から2％削減する。 

 3年後には3％削減する。 

【実施事項】 

① エアコンの省エネ運転、扇風機等の循環機

器の活用、クールビズ、ウォームビズの取

り組みを継続する。 

② エアコンを掃除する。 

③ 昼休み時の消灯、照明の間引きを徹底する。 

④ 給湯の停止 

⑤ エコドライブを実施する。 

⑥ 入替時に LED 照明を採用する。 

⑦ 社用車にドライブレコーダーを設置する。 

⑧ 太陽光発電の点灯設備（自動点灯）を設置

する。 

【総評】 

 原単位は 5.04%減少、総量は 2.82%増加した。 

【項目別】 

・灯油、LP ガスの使用実績はなかった。 

・電力、ガソリン目標未達だった。 

・軽油は達成した。 

・電力増加の主要因は、2019 年 11 月に事務所、工場

を移転したことに伴い、延床面積が約 1,794 ㎡拡大

したことが影響している。 

・ガソリンの増加要因は、環境機器部門のメンテナン

ス業務による全国各地への出張増加や太陽光発電所

増設に伴う重機等の稼働増加による。 

・軽油は太陽光発電量の増加により達成した。 

【取組計画の実施事項に対する評価】 

・①について、コロナ禍における職場の換気対応とウ

ォームビズ用として、2020 年 12 月にウインドブレ

ーカーを全社員に配布し着用している。 

・⑥について、工場内の照明を LED に入替した。 

・⑧について、前橋センター敷地内に 5 器の設備を設

置した。 

・その他、取組計画の実施事項を計画どおり実施した。 
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２．廃棄物の削減 

取組計画 評 価 

【目標】 

次年度・中期の取組内容 

・【実施事項①～⑤】を継続的に取り組む。 

・次年度は過去3年合計値からの原単位を基準 

 値として1％削減する。 

・中期目標は2年後に基準値から2％削減する。 

 3年後には3％削減する。 

【実施事項】 

① 5S を徹底する。 

② 社内資料は極力ペーパーレス化する。 

社内 LAN によるデータ共有や USB を 

活用したデータ移動など 

③ 印刷コスト表を複合機前に掲示、 

PC のプリンター設定を見直しする。 

④ 金属屑の分別を徹底する。 

⑤ ペーパータオルの節約を徹底する。 

 （1 回 2 枚まで） 

【総評】 

環境機器部門は 4.59%、太陽光発電部門は 28.21％減

少した。 

【項目別】 

・環境機器部門において、製造の際に生じる廃材や金属

屑類が減少傾向だった。 

・太陽光発電部門において、発電事業用地内の建物等の

取り壊しにより大量の廃棄物発生、また、使用しなく

なった大量の配線（被覆線）を纏めて廃棄が落ち着い

て今期は特殊要因がなかった。 

【取組計画の実施事項に対する評価】 

・金属屑の分別を徹底し、有価として排出した。 

・その他、取組計画の実施事項を計画どおり実施した。 

・社内資料のデータ化が進展した。 
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３．水資源投入量の削減 

取組計画 評 価 

【目標】 

次年度・中期の取組内容 

・【実施事項①～③】を継続的に取り組む。 

・次年度は過去3年合計値からの原単位を基準値 

 として1％削減する。 

・中期目標は2年後に基準値から2％削減する。 

 3年後には3％削減する。 

【実施事項】 

① 各所に節水の呼びかけを表示し、日常的に節

水を励行する。 

② 毎月の水の使用量を確認・検証する。 

③ 社用車の洗車時に節水を心がける。 

【総評】 

 7.14％増加した。 

 夏場の温暖化現象により、花壇の水やりの量が増加 

【取組計画の実施事項に対する評価】 

・原則、社用車はガソリンスタンドで洗車している。 

・その他、取組計画の実施事項を計画どおり実施した。 
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４．化学物質使用量の削減 

取組計画 評 価 

【目標】 

次年度・中期の取組内容 

・【実施事項①～②】を継続的に取り組む。 

・次年度は過去 3 年合計値からの原単位を基準値 

 として 1％削減する。 

・中期目標は 2 年後に基準値から 2％削減する。 

 3 年後には 3％削減する。 

【実施事項】 

① 溶剤の購入・消費状況等を記録、管理する。 

② ＳＤＳの情報を把握する。 

【総評】 

 156％増加した。 

・前期（第 30 期）から塗装は外注対応とした。 

・塗料は外注先に現物支給している。 

・化学物質使用量は購入ベースで集計している。 

・今期（第 32 期）は塗料の在庫補充のため購入量

が増加した。 

・化学物質使用量の増加は一過性である。 

【取組計画の実施事項に対する評価】 

・取組計画の実施事項を計画どおり実施した。 
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５．環境機器の実績を伸ばす 

取組計画 評 価 

【目標】 

次年度・中期の取組内容 

・30 期の目標は、29 期の販売額を基準値として 

 5％拡大する。 

・中期目標は 2 年後に基準値から 7％拡大する。 

 3 年後には 10％拡大する。 

【実施事項】 

① 営業体制の強化 

② 役所の予算取りのタイミング重視 

③ メンテナンスの充実 

④ 環境保全面からのＰＲ強化 

【総評】 

 9.45%増加した。 

【取組計画の実施事項に対する評価】 

・使用済みスプレー缶のガス抜きを原因とする火災

や事故が全国各地で発生していることを受け、環

境省は消費者がスプレー缶を廃棄する際は穴を

開けないことを推奨しており、これに伴い各自治

体から「安心カンカン」に注目が集まっている。 

・また、国内のスプレー缶排出量の把握及び精査に

より、自治体の処理見込み数量を具体的に情報提

供できるようになったことも売上増加の要因と

なっている。 

・「フロン回収機」と「安心カンカン」の設置先は

全国的に展開しており、特に廃家電プラントのフ

ロン回収機シェアは 2013 年から現在まで 100％

の実績となっている。 
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Ⅵ．環境関連法規制の遵守状況 

 
（１）当社に適用となる主な環境関連法規 

法規制等の名称 概要等 該当設備・項目 遵守状況 

自動車から排出される窒素酸化

物の特定地域における総量の削

減等に関する特別処置法 

ディ－ゼル車の規制地域乗

り入れの場合条例の遵守 

ディ－ゼル車は 

ＤＰＦで規制値内 
遵法 

浄化槽法 定期点検・法定 11条検査 浄化槽 遵法 

廃棄物の処理及び清掃に 

関する法律 
契約書・許可証の確認 

一般廃棄物 

産業廃棄物 
遵法 

消防法 

第二石油類 灯油 

第三石油類 

 冷凍機油 回収機 

 油洗浄槽 カンカン 

火災報知器の設置 

誘導標識の設置 

基準値以内 

設置済 
遵法 

フロン排出抑制法 
第一種フロン類充填 

回収業者登録 

業務用エアコン・ 

冷蔵庫・冷凍庫の 

フロン回収 

遵法 

群馬県地球温暖化防止条例 努力規定  遵法 

 

（２）環境関連法規への違反、訴訟等の有無 

  2023 年 1月 26 日の環境関連法規遵守状況の確認において、環境関連法規への違反はありません。

なお、関係当局よりの違反等の指摘は過去 3年間ありません。 
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Ⅶ．代表者による全体評価と見直しの結果 

 
 

2019 年 11 月に前橋センターを開所し、事務所、工場ともに労働環境が整備されました。 

前橋センターにおいても照明をＬＥＤに切り替えるなど、様々な省エネ活動に積極的に取り組んで

きました。 

当社の環境事業への取り組みは実質的に社会全般の環境保全に貢献・寄与しているものと考え

ております。 

また、昨年度はＳＤＧＳの取り組みの一環として私募債発行により学校 2 箇所及び社会福祉法

人に気化式大型冷風機他を寄付し地域への貢献を行いました 

今後も環境経営方針に基づく事業活動を展開するとともに、環境経営活動の計画項目を確実に

実施することによって、環境保全への貢献を一層進めて参ります。 
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